
1 

 

～給与支払報告書の提出前にご確認ください～ 

 

○住所、氏名、生年月日、受給者番号、個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ) 

・個人情報は漏れなく記載してください。 

・住民税特別徴収通知書（納税義務者用）の電子通知を希望される際は、受給者番号が必須とな

ります。 

 

○配偶者、扶養親族等の情報は正確に記入してください 

・被扶養者欄はフルネームで記載してください。 

・被扶養者の個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)も記載してください。 

・人数と扶養控除額が一致しているかご確認ください。 

・16 歳未満の年少者または同一生計配偶者について、控除額の有無に関わらず必ず記載してく

ださい。 

 

○摘要欄 

・前職分給与を合算して年末調整を行った際は、必ず前職分の「事業所名、給与、社会保険料控

除、源泉徴収税額」を記載してください。 

※前職の内訳記載がない場合、受給者の所得が二重計算される恐れがあります。 

 

○提出時は、仕切紙で特別徴収と普通徴収に分けて提出してください 

 ※普通徴収とする場合、仕切紙に記載されいる「普通徴収切替理由」の符号を摘要欄に記載して

ください。切替理由に該当しない方は特別徴収が義務づけられています。 

 

符号 普通徴収切替理由 

普 A 他の事業所で特別徴収（乙欄適用者） 

普 B 毎月の給与が少なく税額が引けない 

普 C 給与の支払いが不定期 

普 D 事業専従者（個人事業者のみ対象） 

普 E 退職者、退職予定者（５月末日まで）及び休職者 

普 F 
総従業員数が２人以下 

（上記 A～E に該当する全ての従業員数（他市区町村を含む）を差し引いた人数） 

給与支払報告書の早めの提出にご協力をお願いします。 
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○摘要欄の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○給与支払報告書の仕切り方 

下図のように、特別徴収・普通徴収の区分ごとに仕切ってご提出ください。 

  

順

同封の様式をご利用ください。
市ホームページにも掲載してい
ます。

※代替様式での提出も可

総括表

仕切紙（特別徴収）
給与天引きする方

特別徴収分
給与支払報告書(個人別明細書)

普通徴収分
給与支払報告書(個人別明細書)

仕切紙（普通徴収）
給与天引きできない方

(摘要) 

前職 : ○○株式会社 久慈市川﨑町 1-1 

         給与 123,456,789  社保 1,234,567  源泉 123,456 

普Ｅ（退職予定）       障害者 : △△ △△（普通障害） 

同一生計配偶者 ： △△ △△ 
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～１月１日以降に退職される方の特別徴収の手続きについて～ 

○令和７年度（今年度）特別徴収分の手続き 

１月１日以降に退職される方の残税額は一括徴収が義務づけられています。異動届出を提出さ

れる際は、原則、本人からの申出に関わらず一括徴収してください。 

 

○退職、休職、転勤等があった際は、必ず異動届出書を提出してください 

令和８年４月１日までの退職、休職または転勤等により給与の支払いを受けなくなった方がい

る場合、令和８年４月 17日（必着）までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出

してください。 

 

○＜記載例＞転勤の場合 

転勤等により特別徴収義務者が変更となる場合は、異動事由と併せて新しい勤務先についても

記載してください。 

 

【給与支払報告書の提出・市県民税の特別徴収についてのお問い合わせ】 

久慈市役所 税務課 市民税係 （TEL：0194-52-2114）  
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～地方税の電子申告サービス『eLTAX（エルタックス）』について～ 

 

◎電子データでの提出が義務化されています 

税務署への源泉徴収票の提出枚数が２年前において、100枚以上であるときは eLTAX（エルタッ

クス）または光ディスク等での提出が義務化されています。 

また、令和９年の提出からは義務化の基準枚数が 30枚以上に引き下げられますので、未対応の

場合は電子データでの提出準備をお願いします。 

詳細については「eLTAX地方税ポータルシステム」（下記 URL）よりご確認ください。ご利用ま

での流れについても確認できます。 

 

 

◇概要① 書面提出から電子データでの提出へ 

eLTAX（エルタックス）とは、地方税の手続きについてインターネットを利用して電子的に行う

システムのことです。導入することで、従来は書面で行っていた地方税の申告などが自宅や事業

所、または税理士事務所等の端末からお手続きいただくことができます。 

 

◇概要② 送信作業はまとめて 1回で完了 

申告、申請、納税の手続きはそれぞれの自治体や税務署へ提出する必要が有りますが、eLTAX

（エルタックス）を利用いただくとそれぞれの提出先へ一括送信することができます。 

 

◇概要③ 給与支払報告書の提出以外でもご利用いただけます 

[個人市民税・県民税（住民税）] 

・給与支払報告書及び総括表の届出 

・特別徴収に係る給与所得者異動届出、普通徴収から特別徴収への切替申請 

・特別徴収義務者の所在地・名称等変更届の提出 

[法人市民税] 

・法人市民税申告書、法人設立等異動届の提出 

[固定資産税] 

・償却資産申告書の提出 

 

【詳しくはホームページ https://www.eltax.lta.go.jp をご覧ください】 

https://www.eltax.lta.go.jp/

